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○伊豆市景観まちづくり条例施行規則 

平成29年３月31日規則第４号 

改正 

平成30年４月16日規則第22号 

平成31年３月26日規則第５号 

令和２年３月31日規則第７号 

令和２年10月30日規則第34号 

伊豆市景観まちづくり条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、景観法（平成16年法律第110号。以下「法」という。）及び伊豆市景観まちづ

くり条例（平成29年伊豆市条例第９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（建築物以外の工作物） 

第２条 条例第２条第４号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものは、次に掲げるもの

とする。 

(１) 垣、柵、擁壁その他これらに類する物件 

(２) 高架水槽、冷却塔、実験塔その他これらに類する物件 

(３) 煙突、排気塔その他これらに類する物件 

(４) 広告塔、装飾塔、記念塔その他これらに類する物件 

(５) 石油タンク、ガスタンクその他これらに類する物件 

(６) 電波塔、送電用鉄塔、風力発電設備その他これらに類する物件 

(７) 高架道路、高架鉄道、橋梁、横断歩道橋その他これらに類する物件 

(８) 土地に自立して設置する太陽光発電設備その他これに類するもの 

(９) 駐車場法（昭和32年法律第106号）第２条第２号に規定する路外駐車場及びこれに類する駐

輪場 

(10) 車庫その他これに類するもの 

(11) 自動販売機 

(12) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を妨げるおそれがある工作物として市長が

指定するもの 

（景観計画区域内における行為の届出） 

第３条 法第16条第１項の規定による行為の届出は、行為届出書（様式第１号）に別表第１左欄に

掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる図書及びその他市長が必要と認める書類を

添付して市長に提出するものとする。 

２ 前項の届出は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他法令に基づく手続を行おうとする日

（当該手続を要しない行為の場合は、当該行為に着手しようとする日）の30日前までに行わなけ

ればならない。 

（届出を要する行為） 

第４条 条例第８条各号の行為のうち、規則で定めるものは、別表第２のとおりとする。 

（届出を要しない行為） 

第５条 条例第９条第１項各号の行為のうち、規則で定めるものは、別表第３のとおりとする。 

（行為の変更の届出） 

第６条 法第16条第２項の規定による行為の変更の届出は、行為変更届出書（様式第２号）に、別

表第１に掲げる図書のうち当該変更に係る図書を添付して行うものとする。 

（適合通知） 

第７条 市長は、法第16条第１項又は第２項の規定による届出があった場合は、その届出に係る行
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為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、適合証明書（様

式第３号）により通知するものとする。 

（届出行為の完了届） 

第８条 条例第11条の規定による完了届の提出は、行為完了届出書（様式第４号）により行うもの

とする。 

（勧告） 

第９条 法第16条第３項の規定による勧告は、勧告書（様式第５号）により行うものとする。 

（景観計画区域内における行為の通知） 

第10条 法第16条第５項の規定による行為の通知は、行為通知書（様式第６号）に、別表第１に掲

げる図書を添付して市長に提出することにより行うものとする。 

（変更命令等） 

第11条 法第17条第１項又は第５項の規定による変更の命令は、命令書（様式第７号）により行う

ものとする。 

（身分証明書） 

第12条 法第17条第８項及び第23条第３項（法第32条第１項において準用する場合を含む。）の身

分を示す証明書は、身分証明書（様式第８号）によるものとする。 

（提案の申請） 

第13条 法第20条第１項若しくは第２項又は法第29条第１項若しくは第２項の規定による提案は、

景観重要建造物（樹木）指定提案書（様式第９号）を市長に提出することにより行うものとする。 

（不指定の通知） 

第14条 法第20条第３項又は第29条第３項の規定による通知は、景観重要建造物（樹木）不指定決

定通知書（様式第10号）により行うものとする。 

（指定の通知） 

第15条 法第21条第１項又は第30条第１項の規定による通知は、景観重要建造物（樹木）指定通知

書（様式第11号）により行うものとする。 

（告示事項及び標識） 

第16条 条例第14条第２項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定番号及び指定年月日 

(２) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種 

(３) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所在地 

２ 法第21条第２項又は第30条第２項の規定により設置する標識は、前項各号に掲げる事項を記載

するものとする。 

（現状変更の許可申請等） 

第17条 法第22条第１項又は第31条第１項の規定により現状変更の許可を受けようとする者は景観

重要建造物（樹木）現状変更許可申請書（様式第12号）により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請は、現状変更を行おうとする日の30日前までに行わなければならない。 

３ 市長は、現状変更の許可をした場合は、景観重要建造物（樹木）現状変更許可書（様式第13号）

により通知するものとする。 

（指定の解除） 

第18条 条例第14条第３項の規定により景観重要建造物等指定の解除を行う場合は、景観重要建造

物（樹木）指定解除通知書（様式第14号）により行うものとする。 

（所有者変更の届出） 

第19条 法第43条の規定による所有者変更の届出は、景観重要建造物（樹木）所有者変更届出書（様

式第15号）により行うものとする。 

（景観資産の指定の告示） 
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第20条 条例第16条第３項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(１) 景観資産の名称及び所在地 

(２) 指定番号及び指定年月日 

（伊豆市景観審議会の組織） 

第21条 条例第20条の規定に基づき設置する伊豆市景観審議会（以下「審議会」という。）に、会

長及び副会長をそれぞれ１人置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会の会務を総括し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（審議会の会議） 

第22条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、審議会の議長となる。 

３ 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開催することができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５ 会長は、所掌する事務の審議にあたり必要があると認めるときは、会議に関係者、参考人等の

出席を求め、意見を聴くことができる。 

（景観審議会の庶務） 

第23条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。 

（その他） 

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。ただし、第３条から第12条までの規定は、平成

29年７月１日から施行する。 

（伊豆市非常勤職員の報酬及び勤務時間等に関する規則の一部改正） 

２ 伊豆市非常勤職員の報酬及び勤務時間等に関する規則（平成25年伊豆市規則第13号）の一部を

次のように改める。 

別表第１に次の１項を加える。 

伊豆市景観審議会委員 

附 則（平成30年４月16日規則第22号） 

この規則は、平成30年７月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月26日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日規則第７号） 

この規則は、令和２年７月１日から施行する。 

  附 則（令和２年10月30日規則第34号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第３条、第６条、第10条関係） 

行為 図書 

法第16条第１

項第１号から

第３号まで又

は同条第５項

位置図 方位及び行為地の付近見取図 

計画配置図 敷地の境界、建築物、工作物の位置及び緑化計画図又は外構

平面図 

計画立面図及び断面 着色（各面の見付面積、仕上げ材の種類、各色の使用面積及
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の行為 図又は完成予想図 びマンセル値） 

現況写真 

※は地上に設置する

太陽光発電施設の新

設の場合 

行為地及びその周辺を含む。 

※道路景観軸、河川景観軸、駿河湾、観光レクリエーション

施設、ホテル・旅館、ジオサイト、名勝、景観重要建造物、

景観重要樹木、景観重要公共施設、景観資産、一団の住宅地

（別荘地を含む。）等からの中景、遠景写真 

景観形成基準対応表  

再生可能エネルギー

発電事業同意通知書

（ただし、該当する

行為に限る。） 

伊豆市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和

に関する条例（平成30年伊豆市条例第26号）に基づく同意通

知書の写し 

その他市長が必要と

認める書類 

 

条例第８条第

１号及び第３

号の行為 

位置図 方位及び行為地の付近見取図 

計画配置図 敷地の境界及び行為の範囲 

計画平面図 行為の前後 

計画縦断図及び計画

横断図 

行為の前後 

緑化計画図 保存又は伐採若しくは植栽する木竹等の位置及び名称 

現況写真 行為地及びその周辺を含む 

景観形成基準対応表  

その他市長が必要と

認める書類 

 

条例第８条第

２号の行為 

位置図 方位及び行為地の付近見取図 

計画配置図 敷地の境界及び行為の範囲 

現況写真 行為地及びその周辺を含む 

景観形成基準対応表  

その他市長が必要と

認める書類 

 

条例第８条第

４号の行為 

位置図 方位及び行為地の付近見取図 

計画配置図 敷地の境界、建築物の位置及び緑化計画 

計画立面図及び断面

図又は完成予想図 

着色（各面の見付面積、仕上げ材の種類、各色の使用面積及

びマンセル値） 

製品仕様書 規格値等 

現況写真 行為地及びその周辺を含む 

景観形成基準対応表  

その他市長が必要と

認める書類 

 

別表第２（第４条関係） 

区分 

条例第８条各号の規定により届出を要する行為 

条例第８条第１号から第３号までの行

為 

夜間において公衆の観覧に供す

るため、一定の期間継続して建

築物その他の工作物又は物件の
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外観について行う照明 

市

内

全

域 

下欄の区域及び重

点地区を除く。 

施行区域の面積が1,000㎡以上のもの 照明の新設、移設、改設及び色

彩等の照明方式の変更で、届出

対象となる規模の建築物及び工

作物に設置される投光器、サー

チライト、スポットライト、レ

ーザーその他これらに類する物

及び同敷地内に設置される投光

器等 

道路景観軸の道路

中心線から両側１

ｋｍの区域（重点地

区を除く。） 

施行区域の面積が500㎡以上のもの 

重

点

地

区 

修善寺温泉・桂谷地

区（Ａ、Ｂ、Ｃゾー

ン） 

施行区域の面積が100㎡以上のもの 

修善寺温泉・桂谷地

区（Ｄゾーン） 

施行区域の面積が500㎡以上のもの 

湯ヶ島地区（Ａ、Ｂ、

Ｃゾーン） 

施行区域の面積が500㎡以上のもの 

備考 

１ 道路景観軸とは、国道136号、国道414号、伊豆縦貫自動車道、主要地方道修善寺戸田線、

主要地方道伊東西伊豆線、主要地方道伊東修善寺線、伊豆スカイライン、西伊豆スカイライ

ン（一般県道船原西浦高原線、一般県道西天城高原線）、主要地方道沼津土肥線、一般県道

遠笠山富戸線、一般県道中大見八幡野線、主要地方道熱海大仁線（いずれも伊豆市内の区間）

をいう。別表第３において同じ。 

２ 重点地区とは、条例第15条に規定する景観まちづくり重点地区をいう。別表第３において

同じ。 

別表第３（第５条関係） 

区分 

条例第９条第１項各号の規定により届出を要しない行為 

法第16条第１項第１号に規

定する建築物の建築等 

法第16条第１項第２号に規

定する工作物の建設等 

法第16条第１項第３号に

規定する行為 

市

内

全

域 

下欄の区

域及び重

点地区を

除く。 

(１) 建築物の新築又は移

転で、次のア及びイのい

ずれにも該当しないもの 

ア 地盤面からの高さが

10ｍを超えるもの 

イ 延べ面積が1,000㎡

以上のもの 

(２) 建築物の増築又は改

築で、前号ア又はイに該

当する建築物の増築又は

改築に係る床面積の合計

が10㎡以下のもの 

(３) 建築物の外観を変更

することとなる修繕若し

くは模様替え又は色彩の

変更等で、第１号ア又は

イに該当する建築物で、

変更部分の見付面積が総

(１) 工作物の新設、増築、

改築又は移転で、次のア

からオまでのいずれにも

該当しないもの 

ア 地盤面からの高さが

５ｍを超える擁壁 

イ 長さが20ｍを超える

高架道路、橋梁及び横

断歩道橋その他これら

に類する物件 

ウ 施行区域の面積が

1,000㎡以上の土地に

自立した太陽光発電設

備 

エ 収容能力20台以上の

時間貸し駐車場等 

オ アからエまでに掲げ

るもののほか、工作物

施行区域の面積が1,000

㎡未満のもの 
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見付面積の２分の１未満

のもの 

で地盤面からの高さが

10ｍを超えるもの 

(２) 工作物の外観を変更

することとなる修繕若し

くは模様替え又は色彩の

変更等で、前号アからオ

までに該当する工作物

で、変更部分の見付面積

が総見付面積の２分の１

未満のもの 

道路景観

軸の道路

中心線か

ら両側１

ｋｍの区

域（重点地

区を除

く。） 

市内全域と同じ (１) 工作物の新設、増築、

改築又は移転で、次のア

からオまでのいずれにも

該当しないもの 

ア 地盤面からの高さが

５ｍを超える擁壁 

イ 長さが20ｍを超える

高架道路、橋梁及び横

断歩道橋その他これら

に類する物件 

ウ 施行区域の面積が

500㎡以上の土地に自

立した太陽光発電設備 

エ 収容能力20台以上の

時間貸し駐車場等 

オ アからエまでに掲げ

るもののほか、工作物

で地盤面からの高さが

10ｍを超えるもの 

(２) 工作物の外観を変更

することとなる修繕若し

くは模様替え又は色彩の

変更等で、前号アからオ

までに該当する工作物

で、変更部分の見付面積

が総見付面積の２分の１

未満のもの 

施行区域の面積が500㎡

未満のもの 

重

点

地

区 

修善寺温

泉・桂谷地

区（Ａ、Ｂ、

Ｃゾーン） 

(１) 建築物の増築又は改

築で、建築物の増築又は

改築に係る床面積の合計

が10㎡以下のもの 

(２) 建築物の外観を変更

することとなる修繕若し

くは模様替え又は色彩の

(１) 工作物の新設、増築、

改築又は移転で、次のい

ずれにも該当しないもの 

ア 地盤面からの高さが

３ｍを超える擁壁 

イ 長さが20ｍを超える

高架道路、橋梁及び横

施行区域の面積が100㎡

未満 
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変更等で、変更部分の見

付面積が総見付面積の２

分の１未満のもの 

断歩道橋その他これら

に類する物件 

ウ 施行区域の面積が

100㎡以上の土地に自

立した太陽光発電設備 

エ 収容能力５台以上の

時間貸し駐車場等 

オ 屋外に設置する自動

販売機 

カ アからオまでに掲げ

るもののほか、工作物

で地盤面からの高さが

10ｍを超えるもの 

(２) 工作物の外観を変更

することとなる修繕若し

くは模様替え又は色彩の

変更等で、前号アからカ

までに該当する工作物の

変更部分の見付面積が総

見付面積の２分の１未満

のもの 

修善寺温

泉・桂谷地

区（Ｄゾー

ン） 

(１) 建築物の新築又は移

転で、次のいずれにも該

当しないもの 

ア 地盤面からの高さが

10ｍを超えるもの 

イ 延べ面積が300㎡以

上のもの 

(２) 建築物の増築又は改

築で、前号ア又はイに該

当する建築物の増築又は

改築に係る床面積の合計

が10㎡以下のもの 

(３) 建築物の外観を変更

することとなる修繕若し

くは模様替え又は色彩の

変更等で、第１号ア又は

イに該当する建築物の変

更部分の見付面積が総見

付面積の２分の１未満の

もの 

(１) 工作物の新設、増築、

改築又は移転で、次のい

ずれにも該当しないもの 

ア 地盤面からの高さが

５ｍを超える擁壁 

イ 長さが20ｍを超える

高架道路、橋梁及び横

断歩道橋その他これら

に類する物件 

ウ 施行区域の面積が

500㎡以上の土地に自

立した太陽光発電設備 

エ 収容能力20台以上の

時間貸し駐車場等 

オ アからエまでに掲げ

るもののほか、工作物

で地盤面からの高さが

10ｍを超えるもの 

(２) 工作物の外観を変更

することとなる修繕若し

くは模様替え又は色彩の

変更等で、前号アからオ

までに該当する工作物

施行区域の面積が500㎡

未満のもの 
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で、変更部分の見付面積

が総見付面積の２分の１

未満のもの 

湯ヶ島地

区（Ａゾー

ン） 

(１) 建築物の増築又は改

築で、建築物の増築又は

改築に係る床面積の合計

が10㎡以下のもの 

(２) 建築物の外観を変更

することとなる修繕若し

くは模様替え又は色彩の

変更等で、変更部分の見

付面積が総見付面積の３

分の１未満のもの 

(１) 工作物の新設、増築、

改築又は移転で、次のい

ずれにも該当しないもの 

ア 地盤面からの高さが

１ｍを超える擁壁 

イ 長さが10ｍを超える

高架道路、橋梁及び横

断歩道橋その他これら

に類する物件 

ウ 施行区域の面積が

100㎡以上の土地に自

立した太陽光発電設備 

エ 収容能力20台以上の

時間貸し駐車場等 

オ 屋外に設置する自動

販売機 

カ アからオまでに掲げ

るもののほか、工作物

で地盤面からの高さが

10ｍを超えるもの 

(２) 工作物の外観を変更

することとなる修繕若し

くは模様替え又は色彩の

変更等で、前号アからカ

までに該当する工作物の

変更部分の見付面積が総

見付面積の３分の１未満

のもの 

施行区域の面積が500㎡

未満 

湯ヶ島地

区（Ｂ、Ｃ

ゾーン） 

(１) 建築物の新築又は移

転で、次のいずれにも該

当しないもの 

ア 地盤面からの高さが

10ｍを超えるもの 

イ 延べ面積が300㎡以

上のもの 

(２) 建築物の増築又は改

築で、前号ア又はイに該

当する建築物の増築又は

改築に係る床面積の合計

が10㎡以下のもの 

(３) 建築物の外観を変更

(１) 工作物の新設、増築、

改築又は移転で、次のい

ずれにも該当しないもの 

ア 地盤面からの高さが

１ｍを超える擁壁 

イ 長さが10ｍを超える

高架道路、橋梁及び横

断歩道橋その他これら

に類する物件 

ウ 施行区域の面積が

100㎡以上の土地に自

立した太陽光発電設備 

エ 収容能力20台以上の

施行区域の面積が500㎡

未満のもの 
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することとなる修繕若し

くは模様替え又は色彩の

変更等で、第１号ア又は

イに該当する建築物の変

更部分の見付面積が総見

付面積の３分の１未満の

もの 

時間貸し駐車場等 

オ 屋外に設置する自動

販売機 

カ アからオまでに掲げ

るもののほか、工作物

で地盤面からの高さが

10ｍを超えるもの 

(２) 工作物の外観を変更

することとなる修繕若し

くは模様替え又は色彩の

変更等で、前号アからカ

までに該当する工作物

で、変更部分の見付面積

が総見付面積の３分の１

未満のもの 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第７条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第９条関係） 
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様式第６号（第10条関係） 
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様式第７号（第11条関係） 
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様式第８号（第12条関係） 
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様式第９号（第13条関係） 
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様式第10号（第14条関係） 
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様式第11号（第15条関係） 
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様式第12号（第17条関係） 
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様式第13号（第17条関係） 
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様式第14号（第18条関係） 
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様式第15号（第19条関係） 

 


